
エシカル消費の取組について

令和４年２月18日
消費者庁消費者教育推進課

（資料1）



人や社会・環境に配慮した消費行動である「倫理的消費（エシカル消
費）」の内容やその必要性等について検討し、国民の理解を広め、日常生活
での浸透を深めるためにどのような取組が必要なのかについて調査研究を行
うため、平成27年５月から平成29年3月まで、「倫理的消費」調査研究会を
開催。

～あなたの消費が世界の未来を変える～ 平成29年４月「倫理的消費」調査研究会 取りまとめ

○エシカル消費に取り組む必要性と意義
・持続可能性の観点から喫緊の社会的課題を含有
・課題の解決には消費者一人一人の行動が不可欠
・「安さ」や「便利さ」に隠れた社会的費用の意識が必要

○推進方策の方向性
・国民による幅広い議論の喚起、意識の向上
・事業者による消費者とのコミュニケーションの促進
・様々な主体、分野の協働によるムーブメント作り

広く国民間での理解とその先の行動を期待

○倫理的消費（エシカル消費）とは
「地域の活性化や雇用なども含む、人や環境
に配慮した消費行動」（消費者基本計画）

消費者それぞれが各自にとっての社会的課題
の解決を考慮したり、そうした課題に取り組
む事業者を応援したりしながら消費活動を行
うこと

配慮の対象とその具体例

人 障がい者支援につながる
商品

社会 フェアトレード商品
寄付付きの商品

環境
エコ商品
リサイクル製品
資源保護等に関する認証
がある商品

地球 地産地消
被災地産品

動物福祉、エシカルファッション

研究会取りまとめ
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「倫理的消費調査研究会」での議論



地域の活性化や雇用なども含む、人や社会、
環境に配慮した消費行動

（消費者基本計画）

消費者それぞれが、各自にとっての社会的課題
の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事

業者を応援しながら消費活動を行うこと

（「倫理的消費」調査研究会 取りまとめ）

エシカル消費を定義すると
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エシカル消費とは

サステナブルファッション

4



裏面表面

エシカル消費のリーフレット
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エシカル消費のパンフレット（抜粋）

A5 12ページ
6



消費者庁が実施している子供向けワークショップの前半部分（環境問題や貧困、児童労働等の世界が抱える課
題と、その課題解決につながる買物の仕方についての学習）を内容とする啓発用動画「よりよい買物の仕方を考
えよう～エシカル消費ってなぁに？～」を作成し、消費者庁ウェブサイトに公開。
▶チャプター（DVD版）

１．エシカル消費とは？
２．働く人たちの生活と環境を守る
（国際フェアトレード認証ラベルの解説）

３．森と森に住む動物を守る
（FSCの解説）

４．熱帯雨林とそこに生きる動物を守る
（RSPOの解説）

５．水産資源や環境を守る
（MSC「海のエコラベル」の解説）

６．大量生産、大量消費、
大量廃棄の生活を見直す

７．地球の資源、環境を守る
（エコマークの解説）

８．チャレンジマップにトライ！
９．おさらい

子供向けワークショップで使える動画の作成

働く人たちの生活と環境を守る

子供向け
ワーショップ

大量生産、大量消費、
大量廃棄の生活を見直す おさらい

エシカル消費とは？

エシカル消費につながる身近
な商品や認証ラベルを記入

DVD

7



教 材 一 覧

よりよい買物の仕方を考えよう～エシカル消費ってなあに？～

じゅを

⑥動画①チャレンジマップ ②商品POP（※）
③商品POPシー

ト（※）

指導解説書
付き！

⑤ワークシート

④認証マーク
フリップ

主に小学校中学年以上の児童・生徒を対象とした、エシカル消費について学べる消費者教育用教材です。動画とワーク、エシ
カル消費ゲームなどを組み合わせることにより、子どもたちが「社会を変えるお買物」を体験することができます。

特 徴 １ 特 徴 ２ 特 徴 ３
動画で様々な社会的課題
について学ぶ

教材の組み合わせを工夫す
ることで、様々な教科で使え
るほか、個人学習・グループ
学習にも対応可能。また、学
校の授業だけでなく学童保
育、地域のイベントでも活用
ができます。

教材の組み合わせ次第で
多様な活用が可能

エシカル消費ゲームに取り組
むことで、地域や環境に配慮
した買物をすることが社会的
課題の解決につながることを
楽しく学習できます。

ゲーム教材で楽しく能動的
に学べる

エシカちゃん、ルー博士と
一緒に、「エシカル消費」につ
いてわかりやすく学習できます。

（イメージ）

（※）認証ラベルの付された商品の解説資料

学校でも活用できる教材の作成・公開
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エシカル消費特設サイト（令和2年10月30日～運用開始）
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①各種生活者・消費者に関わる教育の整理

②生活者・消費者への情報提供の場や手法の連携強化

生活者・消費者教育に関する関係府省庁連携推進会議
（2020年11月24日関係府省庁申し合わせ） ※課長級

消費者被害防止に関する教育 持続可能な社会の実現のための教育

「だまされない」教育分科会
※補佐級以下

「自分で考える」教育分科会
※補佐級以下

生活者・消費者に幅広い教育・情報を届ける
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消費者教育ポータルサイト https://www.kportal.caa.go.jp/links.html 11



生産・流通

購入・使用 廃棄・循環

消費者庁、経済産業省、環境省の３省庁が連携し、生産・流通から廃棄・循環までの各段階に
応じて、事業者及び消費者の双方に向けた取組を計画的に進めるとともに、制度面を含めた
課題の整理・検討を行っていく。

事業者の取組の推進（環境配慮設計の推進・透明性の向上等）、消費者の行動変容等の実現

消費者庁

環境省
経済
産業省事

業
者

消
費
者

サステナブルファッションの推進体制

ファッションロスの削減

サステナブルファッションの推進に向けた
関係省庁連携会議決定（令和３年８月20日）
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サステナブルファッション特設ページ

URL：https://www.ethical.caa.go.jp/sustainable/index.html 13



事業者の取組
〇事業者においても、サステナブルファッションの推進に向けた取組が進められており、その一例を紹介。
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サステナブルファッション・サポーター

〇サステナブルファッションに向けた取組を全国的に推進するため、サステナブルファッションの推進に賛同し協
力いただける著名人・有識者等を「サステナブルファッション・サポーター」として委嘱し、サポーターを通じた消費
者向けの情報発信を強化。（令和３年10月現在12名）
〇消費者庁エシカルライフスタイルSDGｓアンバサダーである冨永愛氏にも、引き続きご協力いただく。
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イベントの開催

※後援：経済産業省、環境省、徳島県 16



エシカル消費に関するKPIについて

（出展）消費者庁「消費者基本計画工程表改定個別施策例」より抜粋。 17（出展）消費者庁「物価モニター調査（10月確報）」より抜粋。

〇消費者基本計画工程表概要（抜粋） 〇物価モニター調査（令和３年10月）



食料を海外からの輸入に大きく依存

廃棄物の処理に多額のコストを投入

食料の家計負担は大きい

深刻な子どもの貧困

・食料自給率（カロリーベース）は37％
（農林水産省「食料需給表（令和２年度）」）

・市町村及び特別地方公共団体が一般廃棄物の処理に
要する経費は約２.1兆円/年
（環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等について（令和元年度）」）

・食料が消費支出の1/4以上を占めている
（総務省「家計調査（2020年）」）

・子どもの貧困は、７人に１人と依然として高水準
（厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査」）

世界の人口は急増

深刻な飢えや栄養不良

・2019年は約77億人、2050年には約97億人と予測
（国連「World Population Prospects The 2019)」）

・飢えや栄養で苦しんでいる人々は約7.7億人
・５歳未満の発育阻害は約1.5億人

（国連食糧農業機関（FAO）
「the STATE OF FOOD SECURITY AND NUTRITION IN THE WORLD（2021）」 ）

●食品ロス量は年間570万トン（令和元年度推計）≒国連世界食糧計画（WFP）による食料援助量（約420万トン）の1.4倍

●毎日大型（10トン）トラック約1,560台分を廃棄
●年間１人当たりの食品ロス量は45kg →年間1人当たりの米の消費量（約53kg）に近い量

世界の食料廃棄の状況
・食料廃棄量は年間約13億トン
・人の消費のために生産された食料のおよそ1/3を廃棄

（国連食糧農業機関（FAO）「世界の食料ロスと食料廃棄（2011年）」）

<日本> <世界>

我が国の食品ロスの状況
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（農林水産省及び環境省推計)
※端数処理により合計と内訳の計が一致しないことがあります。

2030年度に、2000年度と比べ、家庭系食品ロス量、事業系食品ロス量いずれも半減できるよう取組を推進。
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令和元年5月31日公布（令和元年法律第19号）
令和元年10月１日施行

食品ロスの削減の定義（第２条）
まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組 基本的施策（第14条～第19条）

①消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普及・啓発等
※ 必要量に応じた食品の販売・購入､販売・購入をした食品を無駄にしな
いための取組等、消費者と事業者との連携協力による食品ロスの削減
の重要性についての理解を深めるための啓発を含む

②食品関連事業者等の取組に対する支援
③食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰
④食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究
⑤食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供
⑥フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食品の提供等に
伴って生ずる責任の在り方に関する調査・検討

責務等（第３条～第７条）
国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力

食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推
進（第８条）
食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する施策の実施に当
たっては、この法律の趣旨・内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進

食品ロス削減月間（第９条）
食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間（10
月）を設置

基本方針等（第11条～第13条）
・政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針※を策定（閣議決定）
・都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定
※令和２年３月31日 閣議決定

食品ロス削減推進会議（第20条～第25条）
内閣府に､関係大臣及び有識者を構成員とし､基本方針の案の作成等を行う
食品ロス削減推進会議を設置
（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））を設置

前文
・世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している我が国として、真摯に取り
組むべき課題であることを明示
・食品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していく
よう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくこと、②まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品
として活用するようにしていくことを明記
➡ 多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣言

＜食品ロスの問題＞
・我が国ではまだ食べることができる食品が大量に廃棄
・持続可能な開発のための2030アジェンダ（2015年9月国連総会決議）でも言及

資源の無駄（事業コスト・家
計負担の増大）、環境負荷の
増大等の問題も

※食品ロスの削減の推進に関する法律（略称 食品ロス削減推進法）
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事業活動による食品ロスを把握、商慣習を含め見直しに
取り組む。

・規格外や未利用の農林水産物の有効活用。
・賞味期限表示の大括り化、賞味期限の延長、
納品期限（３分の１ルール）の緩和。
・季節商品（恵方巻きなど）の予約販売等。
・値引き・ポイント付与等による売り切り。
・外食での小盛りメニュー等の導入。
・持ち帰りへの対応。

例）

消費者等への普及啓発、食品関連事業者等の取組へ
の支援、情報の収集・提供、未利用食品を提供するため
の活動の支援等を実施。

都道府県及び市町村は、地域の特性を踏まえた取組を推進
するため、「食品ロス削減推進計画」を策定（努力義務）。
国は、計画策定を促進。

・食品ロス削減の施策の推進。
・災害時用備蓄食料の有効活用。
・主催イベントでの食品ロスの削減。

例）

《我が国の食品ロスの状況》 事業系352万トン
家庭系291万トン

（方針策定時）
・食品ロス量は年間643万トン（平成28年度推計）

≒国連世界食糧計画（WFP）による食料援助量
（約390万トン）の1.6倍

・年間１人当たりの食品ロス量は51kg
→年間1人当たりの米の消費量（約54kg)に相当

持続可能な社会の実現

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進

学校
大学等

事業者

地方公共団体
文部科学省

経済産業省

農林水産省

環境省

消費者

関係団体 消費者庁

厚生労働省

各々の主体がそれぞれの立場で、食品ロスの問題を「他人事」ではなく、『我が事』として捉え、行動に移すことを促進。

日々の生活の中でできることを一人一人が考え、行動に
移す。

・買物の前に家にある食材をチェック。
・定期的な冷蔵庫内の在庫管理。
・食卓に上げる料理は食べきれる量に。
・外食時は食べきれる量を注文、
宴会時の３０１０運動等の実践、
残った場合は自己責任の範囲で持ち帰り。

例）

注文の際、

適量を注文しましょう。

乾杯後３０分は、

席を立たず、料理を楽しみ
ましょう。

お開き前１０分は、
自分の席に戻って、再度、

料理を楽しみましょう。

３０１０運動

〔自己責任で持ち帰ることができ
ることを明示した店舗ステッカー〕

食品ロスの削減の推進において消費者、食品の生産・製造・販売等に関わる事業者等に求められる役割と行動

〔小盛りメニュ―等の導入〕
〔消費者庁では、期限切れの災害
時用備蓄食料を職員へ配布〕 〔食品ロス削減全国大会の実施〕

〔恵方巻きのロス削減
プロジェクトの目印〕

「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」は、行政、事業者、消費者等の取組の指針となるものとして「食品ロ
スの削減の推進に関する法律」の規定に基づき策定（令和２年３月31日閣議決定）。

《消費者》 《農林漁業者・食品関連事業者》 《国・地方公共団体》
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消費者、事業者等に対する教
育・学習の振興、知識の普及・
啓発等

食品ロス削減 関係省庁

農林水産省

環境省

消費者庁

文部科学省

経済産業省 厚生労働省

相互の緊密な
連携・協力

食品関連事業者等の取組に対
する支援

顕著な功績がある者に対する表
彰

実態調査、効果的な削減方法
等に関する調査研究

先進的な取組等の情報の収集
・提供

フードバンク活動の支援、フード
バンク活動のための食品の提供
等に伴って生ずる責任の在り方
に関する調査・検討

食品ロス削減推進会議
・ 構成員：関係大臣、有識者（業界団体、地方公共団体、学識経験者 など）
（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））
・食品ロスの削減の推進に関する基本方針の案の作成等を行う
※ 令和元年10月１日 法施行
令和２年３月31日 基本方針 閣議決定
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令和元年10月１日施行された食品ロス削減推進法で、10 月は「食品ロス削減月間」、10 月30日 は「食品ロス削減の
日」と定められました。
消費者庁、農林水産省、環境省は共に、食品ロス削減月間の周知及び取組の啓発を行いました。

出典：消費者庁ウェブサイト（食品ロス削減）

<令和元年度版ポスター> <令和２年度版ポスター> <令和３年度版ポスター>
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国の災害用備蓄食品について、食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から有効に活用するた
め、各府省庁において申合せ。

１．入替えにより、供用の必要がないものとして、不用決
定を行った災害用備蓄食品については、必要な場合
を除き、原則フードバンク団体等へ提供

（１）各省庁等における売払手続の実績を勘案し、賞
味期限までの期間が概ね２か月以内の食品につい
ては、売り払うことができないものとして、提供の対象
とする。

（２）賞味期限までの期間が概ね２か月超の食品につ
いては、適正な予定価格を設定し、オープンカウンタ
ー方式等により売払手続を行い、売り払うことができ
なかったものを提供の対象とする。

（３）賞味期限が近づいている場合や、賞味期限を過
ぎたものを提供しようとする場合には、例えば、安心
して食べきる目安となる期限の情報提供を行うなど、
円滑な提供に向けて配慮する。

２．災害用備蓄食品の提供に関する情報について
は、各府省庁においてwebサイトに掲載のうえ、農
林水産省においてポータルサイトを設け、各府省
庁の情報を取りまとめて公表。

３．まずは中央府省庁（外局を含み、東京都に所
在する官署に限る。）で実施することとし、これら
以外の地方支分部局、施設等機関等の官署に
ついても可能なところから対応するなど、順次取組
を拡大。
申合せ事項については、各府省庁の取組状況等を
踏まえ、今後も必要に応じ見直し。

申合せ内容

【申合せ参加府省庁】
内閣官房、内閣法制局、復興庁、内閣府、宮内庁、
公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、
法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省

※フードバンク団体等には、フードバンク団体のほか、子ども食堂など、生
活困窮者等に対し食料・食事の提供を行う団体を含む。

国の災害用備蓄食品の有効活用について

詳細資料：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/conference/promote_conference_003/

24



「てまえどり」の普及啓発

買い物のとき、買ってすぐ食べるものであれば、商品棚の手前にあ
る商品など、販売期限の迫った商品を積極的に選ぶこと。
販売期限が過ぎて廃棄されることによる食品ロスを削減する効果が
期待される。

６月１日から、コンビニエンスストア４社（セブ
ン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップ
、ローソン）にて啓発キャンペーンを実施中
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消費者等に対し広く普及し、波及効果が期待できる、食品ロス削減の推進に資する取組を行った者に対して
表彰を行うことにより、食品ロス削減の取組を広く国民運動として展開していくことを目的として、令和２年
度から表彰を実施。令和３年度は、食品ロス削減全国大会（愛知県豊田市）の中で表彰式を開催。

内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）賞

○一般社団法人 食品ロス・リボーンセンター
災害備蓄食品のリデュースとリサイクル

○鎌倉市立小坂小学校４年４組
フードロス00 応援隊

○成田 賢一
移動スーパーによる廃棄前農産物の無料提供や、倉庫を持た
ずにみんなで活動できる持続可能なフードバンク活動「フー
ドシェアリング活動」の展開と、「世界の食品ロス削減活動
」を日本に広めている、Food Poverty Activist（食料困窮活
動家）としての食品レスキュー、広報・啓発活動

ほかに、審査委員長賞（６点）を授与

株式会社日本アクセス
サプライチェーンに拡げる「全社を挙げた」食品ロス削減
活動

消費者庁長官賞

令和３年度食品ロス削減推進大賞 受賞者 〈令和３年度内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）賞
を受賞した「日本アクセス」と大臣の代理を務める消費者庁伊藤長官〉

消費者庁HP（食品ロス削減推進大賞）：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/food_loss_award/

令和３年度食品ロス削減推進大賞
の応募チラシ→

〈令和３年度食品ロス削減全国大会内
食品ロス削減推進大賞表彰式の様子〉

〈日本アクセスから取組の発表〉
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消費者庁では、食品ロス削減のためには、国民各層がこの問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだ
けにとどまらず「行動」に移していただくため、食品ロス削減のための広報・啓発活動の一環として、食品ロス削減月間である
令和３年10月に「「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストの募集を行い、令和４年１月に表彰式を実施しました。

〈表彰式の様子
(令和４年１月７日)〉

〈内閣府特命担当（消費者及び食品安全）大臣賞)〉
「冷蔵庫 開けて地球を のぞき込む」

〈消費者庁長官賞)〉
「あまりもの まほうをかけて 新レシピ」
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食品ロス削減に関するKPI

（出展）消費者庁「消費者基本計画工程表改定個別施策例」より抜粋。 28

〇消費者基本計画工程表概要（抜粋）

（出展）消費者庁「令和２年度消費者の意識に関する調査」（令和３年４月）より抜粋。

〇消費者意識調査（令和３年４月）




